
人  員 人  員 人　員

2,369       2,482      △113       

16       12       4        

-        -        -        

-        -        -        

卑わい行為 1,774    1,862    △88     

うち) (605) (667) (△62)    

そ の 他 -        2        △2      

8        8        -        

1        2        △1      

570      595      △25     

-        1        △1      

-        -        -        

注　盗撮は卑わい行為の内数である。

数値：生活安全特別捜査隊

(9) (15)

(67) (68)

送
致

　3　（ ）内は、「電話等を禁止する命令等」と併せて発令された件数を内数として表示したもの。

　 言動」（いわゆる精神的暴力又は性的暴力をいう。）を含む。

　2　平成27年の「配偶者の暴力行為に係る相談」は、「身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす

注1　ＤＶ防止法とは「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」をいう。

1,848           4,971        配 偶 者 の 暴 力 行 為 に 係 る 相 談

( 第 10 条 )

(第10条1項1号)

(第10条1項2号)

( 第 8 条 の 2)

( 第 29 条 )

-          

-          

数値：生活安全総務課

保 護 命 令 違 反 3            

18           接 近 禁 止 ・ 退 去 命 令

接 近 禁 止

△1             

△9             

2               

-               

援 助 の 実 施

-            

△436           

2            

69           

-            

2,620        

6,819        

9            

71           

2,184        

退 去 命 令

10        11         

( 第 2 条 )

( 第 3 条 )

( 第 4 条 )

( 第 1 項 )

(第2・3・4項)

つ き ま と い 行 為 等

第６７表　迷惑防止条例違反の送致状況

1,824      

(619)

前　　年　　比

△125      

3        

件　数

平　成　27　年

景 品 買 行 為

違　 　反　 　態　 　様

粗暴行為
( 第 5 条 )

総 数

-          

ダ フ ヤ 行 為

盗      撮

シ ョ バ ヤ 行 為

-               

（単位　件）

援 助 の 実 施

1         

564        

( 第 7 条 の 2)

( 第 6 条 )

△1      

( 第 4 条 )

そ の 他

( 第 7 条 ) 449             

-                

5                 14               

-                 

-        

2         

895              

1,925     

押 売 行 為

( 第 7 条 )

-         

ス ト ー カ ー 行 為 等 に 係 る 相 談

区            分

(△65)    

455              

ピンクビラ配布行為等

( 第 6 条 )

△1      

不 当 な 客 引 行 為 等

警 告 書 の 交 付

(684)

-          -         -        

1,957             

△1      

2,586            

1         

件  数

2,541         

1          

( 第 5 条 の 2)

△101    

13        

2,416         

16         

前　年　比

禁 止 命 令 違 反

第６９表　ＤＶ防止法違反等の措置状況

20              

446               

129               

△25     589       

第６８表　ストーカー規制法違反等の措置状況

416               39              

( 第 13 条 )

629             

-          

前　年　比

平　成　28　年

件  数

平 成 27 年平 成 28 年

-        -         

1        

2                 

区　　　　　　　　　分 平 成 28 年 平 成 27 年

( 第 14 条 )

送

致

149              ス ト ー カ ー 行 為 違 反

（単位　件）

9               

-               

数値：生活安全総務課

禁 止 命 令

仮 の 命 令

( 第 5 条 )

2                

注　ストーカー規制法とは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」をいう。

市・ 市・
郡部 郡部

数値：保安課

45     32     

15     12     3     -    

-      

3     

映 像 送 信 型
性風俗特殊営業

1,395   

-    

408    -    ゲームセンター等

18    

488    

ストリップ劇場等 51     

風俗案内所営業所
315    249    

52     

66    

第７０表　風俗営業等の現況（業種別、地域別）

-     

総 数 区 部 島 部総 数業　　　　種

492    6,153  836   

57,111  

148    13    1    162    

6,313   852     12    

468    24    -    

（単位　軒）

77       -   

性 風 俗 関 連
特 殊 営 業

区 部 島 部 業　　　種

社 交 飲 食 店 等

1     

80    

ファッションヘルス
営 業

11   

177   

30    

7,177   

713      

出 会 い 系
喫 茶 営 業

ア ダ ル ト
シ ョ ッ プ 等

無店舗型性風俗
特 殊 営 業

派遣型ファッション
ヘ ル ス 営 業

5,814   5,309   505     -   

アダルトビデオ等
通 信 販 売 営 業

特 定 遊 興
飲 食 店 営 業

店 舗 型 電 話
異 性 紹 介 営 業

48     

49     

633      80       -   

総 数

-     

モ ー テ ル ・
ラ ブ ホ テ ル 等

総 数

風 俗 営 業

接待飲食等営業

料 理 店 等

マ ー ジ ャ ン 店 1,454  1,249  199   

遊 技 場 営 業 2,878   2,348   

パ チ ン コ 店 等

個 室 付 浴 場 業

低 照 度 飲 食 店

区 画 席 飲 食 店 -      

ナイトクラブ等

無 店 舗 型 電 話
異 性 紹 介 営 業

そ の 他

深 夜 酒 類 提 供
飲 食 店

-    

6    

7,000  

512     

48,320  8,614   

10,055  8,661   1,364   

317   -    

60       58       2        -   

936    691    233   12   

13       8         -   

-   

48     -     -    

1,318   

3,141  2,824  

5        

68       68       -     

3     -    

37     34     3     -    

3,633   3,292   341     -   

61     58     

注　平成28年6月、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、

　「特定遊興飲食店営業」の「ナイトクラブ等」、「その他」を追加した。

243      225      18       -   

198    193    5     -    

125      113      12       -   

197    193    4     -    

店 舗 型 性 風 俗
特 殊 営 業

デートクラブ営業

50     

-    

利用カード販売業

-    

13    -    

-    

41,174  34,282  6,745   147   

20     20     

140

特
別
法
犯

67表
68表
69表




